
 

 

広島大学病後児保育利用料補助事業実施要領 

 

平成23年9月30日 

理事(財務・総務担当)決裁 

 

(趣旨) 

第1  この要領は，広島大学(以下「本学」という。)の職員の就業及び家庭生活の両立を支援するた

め，職員が病後児保育施設を利用する場合の利用料の補助に関して必要な事項を定めるものと

する。 

(利用対象職員) 

第2 この要領に基づく病後児保育利用料補助事業(以下「補助事業」という。)の利用対象となる職

員は，本学に在職する職員のうち，学内外の保育園を利用している者又は就業若しくは介護等の

事由により，その保育すべき乳幼児を家庭で保育することができない者とする。 

(対象となる乳幼児等) 

第3 補助事業の対象となる子は，6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で，病気

や怪我の回復期のため，集団保育が困難な乳児及び幼児とする。(以下「乳幼児」という。) 

(実施期間) 

第4 補助事業は，1年度を単位として実施する。 

(利用の申請) 

第5 補助事業の利用を希望する者は，実施期間ごとに理事(霞地区・教員人事・広報担当)(以下「理

事」という。)に対して病後児保育利用料補助事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」と

いう。)を提出するものとする。 

(補助の内容) 

第6 申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が，病後児保育のため次の各号に掲げる病後児

保育施設(以下「保育施設」という。)を利用した場合，乳幼児1人1回につき保育料金(登録料・食

事代・容器等消耗品に係る料金は含まない。以下同じ。)として支払った費用の3分の2を超えない

額(10円未満切り捨て)と1,000円のいずれか低い額を補助金として申請者に支払うものとする。た

だし，乳幼児１人あたり，実施期間につき16回を限度とする。 

(1) 全国病児保育協議会に加盟している保育施設 

(2) 市区町村が実施する，病児又は病後児に係る保育事業において指定された保育施設 

(3) 前2号に規定する保育施設以外で，理事が認める保育施設 

2 利用定員，対象児童，利用時間，利用の申込方法，保育料金等は，保育施設の規定によるもの

とする。 

(保育施設の利用申込み等) 

第7 保育施設の利用の申込み及び利用料金の支払いは，申請者が直接保育施設に対して行うもの

とする。 

(補助金の請求) 

第8 保育施設を利用した申請者は，病後児保育利用料補助金請求書(別記様式第2号。以下「請求書」

という。)に，次に掲げる書類を添付して，当月分を一括して翌月末までに，理事あてに請求する

ものとする。 

(1) 領収書(原本) 

(2) 病後児保育を利用したこと及び利用した乳幼児の氏名が確認できる書類(領収書で病後児保

育を利用したことが確認できるときは，省略できるものとする。) 



 

(事務) 

第9 補助事業の事務は，関係部局等の協力を得て，財務・総務室人事部福利厚生グループにおい

て処理する。 

 

附 則 

1 この要領は，平成23年10月1日から施行する。 

2 この要領の第4の規定にかかわらず，平成23年度の利用者の募集に限り，「毎年4月」とあるのは

「平成23年10月」と，「当該年度」とあるのは「平成23年10月1日から平成24年3月31日まで」と

読み替えるものとする。 

3 この要領の第7ただし書の規定にかかわらず，平成23年度の補助に限り，「１年度につき16回」

とあるのは，「１年度につき8回」と読み替えるものとする。 

附 則 

この要領は，平成30年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成31年4月25日から施行し，この要領による改正後広島大学病後児保育利用料補

助事業実施要領の規定は，平成31年4月1日から適用する。 

附 則 

この要領は，令和2年5月26日から施行し，この要領による改正後広島大学病後児保育利用料補

助事業実施要領の規定は，令和2年4月1日から適用する。 

附 則 

この要領は，令和5年4月6日から施行し，この要領による改正後広島大学病後児保育利用料補助

事業実施要領の規定は，令和5年4月1日から適用する



 

 

別記様式第1号（第5関係） 
※第   号 

 

病後児保育利用料補助事業利用申請書 
 

  年  月  日 
 

広島大学理事・副学長（霞地区・教員人事・広報担当） 殿 

 

病後児保育利用料補助事業を利用したいので，広島大学病後児保育利用料補助事業実施要領第5の

規定に基づき次のとおり申請します。 

 

申 請 年 度    年 度  

ふ り が な  

職員番号  
申請者氏名  

配属又は所属   職 名  

E － m a i l  内線番号  

 

病後児保育利用料補助事業の利用を希望する乳幼児 
 

（注） 保育園を利用していない場合は，「乳幼児を家庭で保育することができない理由」の欄を記入してください。 

１ 

ふ り が な  

乳幼児氏名  

生 年 月 日 年    月    日生 年齢 歳 

所属の保育園  

２ 

ふ り が な  

乳幼児氏名  

生 年 月 日 年    月    日生 年齢 歳 

所属の保育園  

３ 

ふ り が な  

乳幼児氏名  

生 年 月 日 年    月    日生 年齢 歳 

所属の保育園  

 乳幼児を家庭で保育することができない理由 ＊ 該当する理由の欄に○を付けて，必要事項を記入してください。 

 両親とも就労 
配偶者＊の勤務先： 

勤務形態：  週     日勤務  ・  1 日     時間勤務 

 介護のため 介護が必要な者の氏名               ・ 続柄 

 そ の 他 

家庭で保育することができない理由を詳細に記載してください。 

 

 

○ 旧姓使用の方は，旧姓で申請してください。 

○ 手書きの場合は楷書ではっきりと書いてください。 

○ ※の欄には記入する必要はありません。 

○ 申請書の個人情報は，病後児保育利用料補助事業の運営のために用い，他の目的に使用することはありません。 

＊ 「配偶者」には，性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパス

を目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー

を含みます。 



 

 

別記様式第2号（第8関係） 

 

病後児保育利用料補助金請求書 

 
年  月  日 

 
広島大学理事（霞地区・教員人事・広報担当） 殿 

 
（申請者） 

職員番号：                  

氏  名：                  

 
 

下記のとおり病後児保育施設を利用しましたので，広島大学病後児保育利用料補助事業実施要領

第8の規定に基づき，必要書類を添えて請求します。 
 

記 
 

１ 利用施設名：                              

 

２ 利用状況 
 

利用年月日 利用した乳幼児氏名 利用料金 備 考 

年  月  日  円  

年  月  日  円  

年  月  日  円  

年  月  日  円  

年  月  日  円  

合計   
 
※ 補助金の額 ： 保育料金（登録料・食事代・容器等消耗品に係る料金は含まない。）の3分の2を超えない額（10円未

満切り捨て）と1,000円のいずれか低い額を補助金の額として算定します。なお，保育料金が領収書か

ら確認できない場合は，利用施設等に確認を行います。 

 

３ 添付書類 （添付する必要書類に ○ を付けてください。） 

  （  ） 領収書（原本） <必須> 

  （  ） 病後児保育を利用したことが確認できる書類 <必須：領収書で確認できる場合は省略可> 

○ 旧姓使用の方は，旧姓で請求してください。 

○ 請求書の個人情報は，病後児保育利用料補助事業の運営のために用い，他の目的に使用することはありません。 

 

以下福利厚生グループ担当記入欄 

利用年月日 乳幼児氏名 補助金の額 

年  月  日  円 

年  月  日  円 

年  月  日  円 

年  月  日  円 

年  月  日  円 

合計 円 

 


